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議 案 第 ８ １ 号 ～ 議 案 第 ８３号

　

参考

　

ｉ

　　　

ｒ宮崎県自治会館管理組合」 と 「宮崎県市町村総合事務組合」 との統合について

１

　

統合の趣旨

　　　　

「宮崎県自治会館管理組合」と「宮崎県市町村総合事務組合」の２つの一部事務組合を統合し、総

合的に運営することにより、 更なる事務局体制の合理化、事務処理の効率化を図るもの。

　　

２

　

統合する一部事務組合の概要

組合の
名称

宮崎県自治会館管理組合 宮崎県市町村総合事務組合

設立
年 月

　

日
昭和 ４１ 年 ７月

　

５

　

日 平成元年 ７月 １ 日

構成団体 全市町村
全町村、 ５ 市 （宮崎市、 都城市、 延岡市、
日南市、 小林市）

・常勤職員の退職手当の支給等
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宮崎県自治会館管理組合の概要．
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１ 議募梯★８１号÷議壷臨★８３号

　

参考

　

ー

１ 発足の経緯等
（１） 設立年月日
（２）発足経緯

宮崎県市町村総合事務組合の概要

平成元年７月１日

　

従来、 それぞれ単一組合であった、 下記の５組合を発展的に解散し、 それまでの
事業を総合的に運営することにより、 事務能率の向上を図ることを日的として、 県
下全町村をもって、 地方自治法第２８４条第２項に基づく一部事務組合 「宮崎県町
村総合事務組合」 として平成元年に統合設立された。

　

また、 平成１４年６月から町村立の学校医等の公務災害補償事務についても新た
に共同処理することになり、 現在５つの事業を行っている。

　

その後、市町村合併による構成市町村の変更に伴い、平成１８年３月２０日から名
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宮崎県市町村総合事務組合団体一覧表

　　

団

　　　　　

体

　　　　　

名

　　　　

退職
消防

　　

議員等

　　

学校医

　　

交通

　　　　　　　　　　　　　　　　　

手当 公務災害

　

公務災害

　　

災害

　　

三 股 町

　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

●

　　　　

０

　　　　

●

　　　　

◎

　　

高 原 町

　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

●

　　　　

●

　　　　

●

　　　　

◎

　　

国 富 町

　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

●

　　　　

●

　　　　

◎

　　　　

◎

　　

綾 町

　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

◎

　　　　

●

　　　　

◎

　　　　

◎

　　

高 鍋 町

　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

●

　　　　

●

　　　　

◎

　　　　

◎

　　

新 富 町

　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

●

　　　　

●

　　　　

●

　　　　

◎

町

　

西 米 良 村

　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

●

　　　　

●

　　　　

●

　　　　

◎

－

　　　

”

　

町

　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

●

　　　　

●

●

●

●

◎

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

◎

◎

◎

◎

◎

　

●

●

●

◎

奪

●

●

●

●

●

◎

◎

●

●

　　　

町

　　

－

　　　

”

　

町

　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

●

　　　　

●
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いじめによる

　

重大事態発生時の対応について

　　　　

【想定される重大事態例】

　　　　

児童生徒がいじめを受けたことにより、

　　　　　

０ 児童生徒が自殺を企図した場合

　　　　　　　　　　

０ 身体に重大な傷害を負った場合

　　　　　

０ 金品に重大な被害を被った場合

　　　　　　　　　　

０ 精神性の疾患を発症した場合

　　　　　

０いじめにより児童生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

　　　　　

（※「相当の期間」としては、３０日を目安とするか、日数だけでなく、個々の状況等を十分把握した上で判断する。）


